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埼
玉
県
立
上
尾
鷹
の
台
高
等
学
校
全
日
制
普
通
科

共

別
表
中

規

則

○
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
県
立
学
校
人
事
課
）

一

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
中
央
創
造
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
西
部
創
造
）

二

○
埼
玉
県
川
越
地
方
庁
舎
駐
車
場
使
用

料
収
納
事
務
委
託
（

〃

）

三

○
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
で

使
用
す
る
電
気
の
購
入
に
関
す
る
落

札
結
果

（
管

財

課
）

三

○
埼
玉
県
浦
和
地
方
庁
舎
他
十
一
施
設

で
使
用
す
る
電
気
の
購
入
に
関
す
る

落
札
結
果

（

〃

）

三

○
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
て
行
う

手
続
等
に
関
す
る
告
示

（
電
子
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
）

三

○

〃（

〃

）

四

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

（
障
害
者
福
祉
課
）

四

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障

害
者
支
援
施
設
の
指
定

（

〃

）

九

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
相

談
支
援
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

九

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
対
す
る
市
町
村

等
意
見
の
公
示

（

〃

）

一
〇

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
終
了

（
用

地

課
）

一
一

○

〃

（

〃

）

一
一

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

一
一

○
鴻
巣
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

一
一

○
越
谷
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

一
一

○
春
日
部
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
一

○

〃

（

〃

）

一
一

○
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の

指
定
の
取
消
し

（
出
納
総
務
課
）

一
一

○
県
道
鯨
井
狭
山
線
の
区
域
の
変
更

（
川
越
県
土
）

一
二

○
県
道
川
越
越
生
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

一
二

○
県
道
川
越
坂
戸
毛
呂
山
線
の
区
域
の

変
更

（

〃

）

一
三

○
県
道
さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所
沢
線
の

供
用
の
開
始

（
川
越
県
土
）

一
三

○
県
道
赤
浜
小
川
線
の
区
域
の
変
更

（
東
松
山
県
土
）

一
三

○
県
道
赤
浜
小
川
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

一
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
五

○

〃

（
行
田
県
土
）

一
五

○
平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の

参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
に
お

け
る
公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
運

動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
の
公

表

（
選

管

委
）

一
五

○
措
置
通
知
の
公
表
（
監
査
第
二
課
）

二
六

埼玉県発行

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
号

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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�

一
六
〇

一
六
〇

二
四
〇

埼
玉
県
立
上
尾
沼
南
高
等
学
校

埼
玉
県
立
上
尾
鷹
の
台
高
等
学
校

を

全
日
制
普
通
科

共

一
六
〇

一
六
〇

全
日
制
普
通
科

共

二
四
〇

埼
玉
県
立
鶴
ケ
島
清
風
高
等
学
校
全
日
制
普
通
科

共

に
、一

六
〇

一
六
〇

二
四
〇

埼
玉
県
立
鶴
ケ
島
高
等
学
校

全

埼
玉
県
立
鶴
ケ
島
清
風
高
等
学
校

全

を

日

制
普
通
科

共

一
六
〇

一
六
〇

日

制
普
通
科

共

二
四
〇

に

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ぬ
ま
夢
ら
く
ど

三

代
表
者
の
氏
名

堀
江

富
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
南
部
領
辻

二
七
九
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
見
沼
田
圃
周
辺
の
農
家
及

び
地
域
住
民
並
び
に
見
沼
田
圃
を
訪
れ
る
一

般
市
民
等
に
対
し
、
見
沼
田
圃
の
自
然
に
触

れ
、
そ
の
魅
力
を
体
感
で
き
る
拠
点
を
整
備

し
、
遊
休
農
地
の
有
効
活
用
促
進
及
び
地
域

の
農
産
物
販
売
支
援
並
び
に
農
家
・
地
域
住

民
等
に
交
流
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
地
産
地

消
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
の
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
見
沼
田
圃

土
地
利
用
の
新
た
な
基
本
方
針
で
あ
る
「
保

全
・
活
用
・
創
造
」
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

福
音
の
園
・
埼

玉
三

代
表
者
の
氏
名

鎌
田

光
昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
木
野
目
千
八
百
七
十
八
番

地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
痴
呆
性
高
齢
者
、
要
介
護

老
人
、
機
能
訓
練
を
要
す
る
者
に
対
し
て
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
デ
イ

ケ
ア
ー
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
福
祉

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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施
設
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
川
越
地
方

庁
舎
駐
車
場

東
京
都
新
宿
区
岩
戸
町
九
番
地

富
士
警
備
保
障
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鶴
賀

孝
宏

平
成
十
九
年
十

月
一
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま

で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
の
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司
１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
電
気
予
定
使
用
電
力
量
１
，９７６
，６００
キ
ロ

ワ
ッ
ト
時

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
電
気
施
設
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１

号
３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１０
月
１７
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト
東
京
都
港
区
芝
公
園
１
丁
目
８
番
１２
号

５
落
札
金
額

３０
，０７８
，１４４
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
９
月
４
日

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
六
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
浦
和
地
方
庁
舎
他
１１
施
設
で
使
用
す
る
電
気
予
定
使
用
電
力
量
４
，２０９
，２００
キ
ロ

ワ
ッ
ト
時

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
電
気
施
設
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１

号
３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１０
月
１７
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト
東
京
都
港
区
芝
公
園
１
丁
目
８
番
１２
号

５
落
札
金
額

７６
，４９３
，２３０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
９
月
４
日

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
七
号

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

－３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

当
該
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項
を
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

条

項

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平

成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
二
号
）

第
七
条
第
一
項

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
八
号

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

当
該
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項
を
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

条

項

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法

施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼

玉
県
規
則
第
六
十
三
号
）

第
十
二
条

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
四
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



－５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



－６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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第����号平成��年��月��日（金曜日）
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－８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
ラ
ガ
ー
デ
ン
春
日
部

春
日
部
市
南
一
丁
目
一
番
一
号

ロ

変
更
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
京
成
ス
ト
ア

代
表
取
締
役
社
長

高
田
和
生

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
十
番
三
号

他
未
定

（
変
更
後
）
株
式
会
社
京
成
ス
ト
ア

代
表
取
締
役
社
長

高
田
和
生

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
十
番
三
号

チ
タ
カ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

角

日
出
夫

愛
知
県
北
名
古
屋
市
沖
村
山
ノ
神
三
十

他
五
十
五
社

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
八
日

ニ

届
出
年
月
日

－９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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平
成
十
九
年
十
二
月
十
二
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

意
見
の
概
要

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ラ
ラ
ガ
ー
デ
ン
川
口

川
口
市
宮
町
九
十
二
の
二
外

ロ

同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要

周
辺
道
路
の
渋
滞
及
び
児
童
通
学
路
、
生
活
道
路
等
の
安
全
対
策

川
口
市
か
ら
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
通
学
路
も
あ
り
子
ど
も
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
た
め
戸
田
市
内
に
流
れ
な
い
よ
う
、
川
口
方
面
（
県
道
六
八
号
線
、
通
称
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
通
り
）
か
ら
入
場
し
た
車
両
は
、
原
則
川
口
方
面
か
ら
帰
ら
せ
る
た
め
の
駐
車
場

場
内
の
経
路
整
備
並
び
に
誘
導
員
の
配
置
を
し
、
横
曽
根
八
四
号
線
、
も
し
く
は
新
規
路
線

を
造
っ
て
で
も
川
口
市
内
を
通
し
帰
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。

右
と
同
様
の
理
由
で
、
戸
田
方
面
（
仮
称
川
金
橋
）
か
ら
出
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
原
則

荒
川
土
手
方
面
へ
流
す
た
め
の
標
識
の
設
置
、
誘
導
員
の
配
置
を
行
う
こ
と
。
同
時
に
道
幅

が
比
較
的
狭
く
、
歩
道
整
備
も
充
分
で
な
い
縁
側
沿
い
の
横
曽
根
六
九
号
線
の
道
路
拡
幅
や

歩
道
整
備
な
ど
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
。

店
舗
新
設
説
明
会
で
は
、
子
ど
も
の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
る
と
言
っ
て
い
た
が
具
体
的

な
対
策
は
何
一
つ
出
な
か
っ
た
。
通
学
路
で
あ
り
、
公
園
も
あ
り
子
ど
も
の
飛
び
出
し
の
可

能
性
が
高
い
、
戸
二
小
通
り
（
市
道
三
〇
二
三
号
線
）、
戸
二
小
北
側
、
喜
沢
中
西
側
の
市

道
三
〇
〇
七
号
線
に
つ
い
て
の
安
全
対
策
を
最
優
先
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
川
口
市

側
だ
け
が
事
業
者
負
担
で
整
備
さ
れ
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
川
口
市
側
の
市
道
に
つ
い
て

は
、
歩
道
整
備
や
将
来
川
口
市
に
無
償
で
寄
付
さ
れ
る
橋
の
整
備
も
事
業
者
側
の
負
担
で
行

う
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
交
通
量
が
増
加
す
る
戸
田
市
側
の
歩
道
に
つ
い
て
も
、
植
栽
に
よ

る
飛
び
出
し
危
険
の
回
避
、
歩
車
道
の
境
目
に
柵
を
設
け
る
、
公
園
に
フ
ェ
ン
ス
を
設
け
る

な
ど
の
整
備
を
事
業
者
負
担
も
視
野
に
整
備
す
る
こ
と
。

右
と
同
様
の
理
由
で
、
戸
二
小
通
り
（
市
道
三
〇
二
三
号
線
）、
戸
二
小
北
側
の
市
道
三

〇
〇
七
号
線
、
緑
川
沿
い
の
市
道
三
〇
〇
二
号
線
、
ロ
ー
ヤ
ル
シ
テ
ィ
南
側
の
市
道
三
〇
一

四
号
線
、
ロ
ー
ヤ
ル
シ
テ
ィ
西
側
の
市
道
三
〇
〇
四
号
線
、
戸
田
シ
テ
ィ
と
緑
町
の
境
目
の

横
曽
根
七
一
号
線
で
大
型
車
の
規
制
を
す
る
こ
と
。

交
通
量
の
増
大
が
予
測
さ
れ
、
横
断
歩
道
だ
け
で
は
危
険
な
た
め
、
戸
二
小
通
り
と
市
道

三
〇
一
九
号
線
の
交
差
点
（
マ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ヨ
ル
ド
前
）
に
押
し
ボ
タ
ン
式
の
信
号
機
を
設

置
す
る
こ
と
。

渋
滞
に
よ
る
生
活
不
便
を
解
消
す
る
た
め
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
通
り
、
戸
二
小
通
り
、
横
曽

根
八
四
号
線
の
交
通
量
増
加
に
対
す
る
渋
滞
対
策
を
行
な
う
こ
と
。

都
市
計
画
道
路
「
飯
塚
宮
町
線
」
は
廃
止
路
線
と
な
っ
て
い
る
。
工
事
説
明
会
で
復
活
す

る
よ
う
な
図
面
の
表
示
が
あ
っ
た
が
、
戸
田
市
や
蕨
警
察
も
含
め
た
関
係
機
関
と
渋
滞
や
交

通
量
の
増
加
を
含
め
た
再
検
討
を
す
る
こ
と
。

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
中
央
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

－１０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
四
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
八
号

で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
都
市
計
画
基
本
図
等

補
正
）
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
蕨
市
長

�
�
英
雄
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
五
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
一
号
で

公
示
し
た
公
共
測
量
（
都
市
計
画
基
本
図
修

正
）
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
終
了
し

た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
志
木
市
長
長

沼
明
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
六
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区

計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部

都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
七
号

鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
八
号

吉
川
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
九
号

春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
地
区
計
画

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計

画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
月
二
十
二
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
三
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日
第
八
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
長
瀬
字
下
原
一
〇

六
一
番
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

鶴
ヶ
島
市
大
字
町
屋
一
七
六
番
地
五

有
限
会
社

住
ま
居
る

代
表
取
締
役

菅
原

み
よ
子

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

指
令
東
整
第
一
九
〇
〇
四
九
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
七
日
第
九
十
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
小
川
町
大
字
増
尾
字
山
副
一
一

四
、
一
一
五
―
一
、
一
一
五
―
二
、
一
一
六

―
一
の
各
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
松
山
市
加
美
町
一
―
二
〇

埼
玉
中
央
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

中
村

正

埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
六
十
二
号

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指

定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
所
在

地
及
び
名
称

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
五
丁
目
六
番

五
号社

団
法
人
埼
玉
県
貸
金
業
協
会

二

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

－１１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

本

一

夫

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

鯨
井
狭
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

本

一

夫

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
越
生
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
越
市
大
字
上
戸
字
山
王
原
三
一
五
番
四
八
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
戸

字
三
王
原
三
一
五
番
二
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
〜

一
一
・
〇
〇

三
二
・
一
〇

道
路
改
良
工
事

新

一
〇
・
一
四
〜一

五
・
〇
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
越
市
大
字
上
戸
字
山
王
原
三
一
五
番
四
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
鯨
井

字
西
原
一
五
二
九
番
一
地
先
ま
で

五
・
五
〇
〜

一
六
・
〇
〇

二
七
四
・
五
〇

道
路
改
良
工
事

新

一
二
・
〇
〇
〜二

五
・
六
〇

－１２－
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

本

一

夫

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

本

一

夫

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

赤
浜
小
川
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
越
市
大
字
鯨
井
字
有
泉
一
八
〇
二
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
鯨
井
字

有
泉
一
四
七
四
番
一
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
六
〜二

六
・
七
五

二
〇
〇
・
〇
〇

交
差
点
整
備
工
事

新

一
一
・
一
五
〜三

〇
・
七
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野

所

沢

線

ふ
じ
み
野
市
上
野
台
一
丁
目
一
五
〇
〇
番
三
八
地
先
か
ら
同
市
上
福
岡

二
丁
目
一
五
七
九
番
二
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。）

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

延
長
一
四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－１３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日

第
一
九
〇
〇
九
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日

第
一
九
〇
一
二
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
鳴
井
七
七
七

―
三
、
七
七
七
―
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
戸
市
大
字
片
柳
二
三
四
三
番
二

有
限
会
社

光
本
不
動
産

代
表
取
締
役

山
本

晃
一

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

第
一
九
〇
〇
八
三
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日

第
一
九
〇
一
三
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
川
島
町
大
字
谷
中
字
谷
中
前
町
二

五
八
―
五
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

桶
川
市
東
二
丁
目
六
―
一
二

シ
ャ
ル
マ

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
小
川
町
大
字
飯
田
字
打
越
二
八
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
飯
田
字
打
越
二
八
二
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
四
〇
〜一

四
・
七
〇

四
九
・
〇
〇

新

一
六
・
八
〇
〜二

〇
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

赤

浜

小

川

線

比
企
郡
小
川
町
大
字
飯
田
字
打
越
二
八
三
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
飯
田
字
打
越
二
八
二
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

（
延
長
四
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

－１４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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ン
二
〇
一
号

横
川

善
久

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
日

第
一
九
〇
一
〇
三
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日

第
一
九
〇
一
三
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
大
堀
前
一
六

五
五
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
越
畑
一
〇
七
七
―
二

齋
藤

登
美
夫

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

並

木

孝

之

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
〇
一
三
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
七
日
第
三
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
新
川
通
字
宮
面

一
一
六
―
一
、
一
一
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
旗
井
四
八
一
―

一
岡
森

淳
子

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
五
十
八
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
九
日
執
行
の
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、公
職
選
挙
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
候
補
者
の
選
挙

運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日埼

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

７
月
３
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

７
月
２９
日
ま
で

日
本

共
産

党
所

属
党

派
綾

部
澄

子

関
口

洋
次

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類
平
成
１９
年
７
月
２９
日
執
行
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

５９
，２５０
，０００
円

３
報
告
書
の
要
旨

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

片
山
和
子

団
体
職
員

２１２
，５００
円

支
出

－１５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

６
日

報
告

書
受

理
年

月
日

３
月
１
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

８
月
１０
日
ま
で

国
民

新
党

所
属

党
派

沢
田

哲
夫

二
重

作
和

久

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

安
達
敏
夫

〃
２１２
，５００
円

久
保
田
定
夫

〃
２１２
，５００
円

加
藤
宣
子

〃
１７０
，０００
円

兼
頭
英
俊

〃
１７０
，０００
円

小
峰
孝
志

〃
１７０
，０００
円

日
本
共
産
党
埼
玉
県
委
員
会

１
，１１１
，８６０
円

黒
崎
勇

団
体
職
員

３３
，６００
円

山
田
弘
吉

〃
３３
，６００
円

そ
の
他
の
寄
附

７
件

１２０
，０００
円

今
回

計
２
，４４６
，５６０
円

総
計

２
，４４６
，５６０
円

人
件

費
１
，１６０
，０００
円

家
屋

費
６８０
，０００
円

選
挙
事
務
所
費

６８０
，０００
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
０
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
３
，０２２
，８１３
円

広
告

費
４４０
，２５０
円

文
具

費
０
円

食
糧

費
１８７
，２００
円

休
泊

費
３３９
，３１０
円

雑
費

２８
，９９２
円

今
回

計
５
，８５８
，５６５
円

総
計

５
，８５８
，５６５
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

国
民
新
党

５
，０００
，０００
円

支
出

人
件

費
６６０
，０００
円

家
屋

費
１
，６０９
，４００
円

選
挙
事
務
所
費

１
，６０９
，４００
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
１３０
，３４４
円

交
通

費
２７２
，６９１
円

印
刷

費
０
円

－１６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

６
月
１４
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

８
月
６
日
ま
で

公
明

党
所

属
党

派
高

野
博

師

松
井

健
一

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

今
回

計
５
，０００
，０００
円

総
計

５
，０００
，０００
円

広
告

費
１
，２９４
，０００
円

文
具

費
１４
，４７９
円

食
糧

費
５５
，０２３
円

休
泊

費
０
円

雑
費

８３
，８４９
円

今
回

計
４
，１１９
，７８６
円

総
計

４
，１１９
，７８６
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

公
明
党
埼
玉
県
本
部

１３
，４６２
，３４９
円

そ
の
他
の
収
入

５
，２０４
，０００
円

今
回

計
１８
，６６６
，３４９
円

総
計

１８
，６６６
，３４９
円

支
出

人
件

費
５７０
，０００
円

家
屋

費
７
，２３５
，５５６
円

選
挙
事
務
所
費

７
，２３５
，５５６
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
１１
，６２４
円

交
通

費
１９５
，５７５
円

印
刷

費
５
，８９１
，９７６
円

広
告

費
６
，５７６
，２６９
円

文
具

費
１１
，５４４
円

食
糧

費
５６５
，５７４
円

休
泊

費
１
，７１５
，０２３
円

雑
費

２１２
，４４９
円

今
回

計
２２
，９８５
，５９０
円

総
計

２２
，９８５
，５９０
円

－１７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

８
月
２３
日
か
ら

期
間

第
２
回
分

８
月
２３
日
ま
で

公
明

党
所

属
党

派
高

野
博

師

松
井

健
一

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

第
２

回
分

平
成

１９
年

８
月

２３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

１０
月
５
日
か
ら

期
間

第
３
回
分

１０
月
５
日
ま
で

公
明

党
所

属
党

派
高

野
博

師

松
井

健
一

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

公
明
党
埼
玉
県
本
部

６５
，１２９
円

今
回

計
６５
，１２９
円

前
回

計
１８
，６６６
，３４９
円

総
計

１８
，７３１
，４７８
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
０
円

選
挙
事
務
所
費

０
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
４１
，７５７
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
０
円

広
告

費
０
円

文
具

費
０
円

食
糧

費
０
円

休
泊

費
０
円

雑
費

２３
，３７２
円

今
回

計
６５
，１２９
円

前
回

計
２２
，９８５
，５９０
円

総
計

２３
，０５０
，７１９
円

－１８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
３

回
分

平
成

１９
年

１０
月

１０
日

報
告

書
受

理
年

月
日

７
月
１１
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

８
月
３
日
ま
で

自
由

民
主

党
所

属
党

派
古

川
俊

治

谷
島

定
次

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

今
回

計
０
円

前
回

計
１８
，７３１
，４７８
円

総
計

１８
，７３１
，４７８
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
０
円

選
挙
事
務
所
費

０
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
０
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
７００
円

広
告

費
０
円

文
具

費
０
円

食
糧

費
０
円

休
泊

費
０
円

雑
費

０
円

今
回

計
７００
円

前
回

計
２３
，０５０
，７１９
円

総
計

２３
，０５１
，４１９
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

岩
槻
酒
販
組
合
政
治
連
盟

５０
，０００
円

玉
田
寛

医
師

１００
，０００
円

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟

１００
，０００
円

自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
八
選
挙
区
支
部

５０
，０００
円

支
出

人
件

費
７６５
，０００
円

家
屋

費
１
，６３５
，５４８
円

選
挙
事
務
所
費

１
，５２２
，３５８
円

集
合
会
場
費

１１３
，１９０
円

－１９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



澤
口
重
徳

医
師

３０
，０００
円

埼
玉
県
不
動
産
政
治
連
盟

１００
，０００
円

埼
玉
県
ト
ラ
ッ
ク
政
治
連
盟

１００
，０００
円

全
国
畜
産
政
治
連
盟

３０
，０００
円

埼
玉
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政
治
連
盟

３０
，０００
円

橋
爪
和
夫

会
社
役
員

３０
，０００
円

自
由
民
主
党
埼
玉
県
参
議
院
選
挙
区
第
四
支
部

１００
，０００
円

中
山
輝
男

会
社
役
員

１００
，０００
円

平
野
ゆ
う
じ

〃
１００
，０００
円

渡
辺
吾
郎

〃
２０８
，０００
円

埼
玉
県
精
神
科
病
院
政
治
連
盟

５００
，０００
円

浦
和
医
師
連
盟

５００
，０００
円

大
宮
医
師
連
盟

５００
，０００
円

柿
崎
憲
二

会
社
役
員

１００
，０００
円

小
野
浩

医
師

１００
，０００
円

自
由
民
主
党
埼
玉
県
参
議
院
選
挙
区
第
五
支
部

２０
，０８４
，０００
円

荒
木
節
夫

会
社
役
員

３０
，０００
円

埼
玉
県
鍼
灸
師
連
盟

３０
，０００
円

北
川
泉

会
社
役
員

１００
，０００
円

自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
六
選
挙
区
支
部

５０
，０００
円

川
端
清
光

会
社
役
員

５０
，０００
円

丸
山
松
枝

〃
３０
，０００
円

森
田
清
治

〃
３０
，０００
円

添
田
昇

〃
３０
，０００
円

関
根
佳
代
子

〃
５０
，０００
円

川
崎
勝
久

〃
１００
，０００
円

横
尾
芳
夫

〃
５０
，０００
円

小
宮
正
男

〃
５０
，０００
円

吉
田
泰
文

〃
３０
，０００
円

中
山
泰
子

〃
３０
，０００
円

岡
田
弘
俊

〃
１００
，０００
円

川
内
章
裕

〃
２００
，０００
円

通
信

費
１９３
，１１４
円

交
通

費
１
，０５１
，８７７
円

印
刷

費
８
，６４２
，０８０
円

広
告

費
２
，７９２
，８１３
円

文
具

費
８０
，６０６
円

食
糧

費
７４８
，６４３
円

休
泊

費
１４
，１７５
円

雑
費

７６１
，４３０
円

－２０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

８
月
２８
日
か
ら

期
間

第
２
回
分

８
月
２８
日
ま
で

自
由

民
主

党
所

属
党

派
古

川
俊

治

谷
島

定
次

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

花
輪
彰
子

〃
１００
，０００
円

櫻
井
慧
子

〃
５０
，０００
円

そ
の
他
の
寄
附

５０
件

５６８
，０００
円

今
回

計
２４
，５９０
，０００
円

総
計

２４
，５９０
，０００
円
今

回
計

１６
，６８５
，２８６
円

総
計

１６
，６８５
，２８６
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

今
回

計
０
円

前
回

計
２４
，５９０
，０００
円

総
計

２４
，５９０
，０００
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
８５６
，４０１
円

選
挙
事
務
所
費

８５６
，４０１
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
４２
，４３６
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
０
円

広
告

費
０
円

文
具

費
２７４
，０５０
円

食
糧

費
０
円

休
泊

費
０
円

雑
費

１
，５００
円

今
回

計
１
，１７４
，３８７
円

前
回

計
１６
，６８５
，２８６
円

総
計

１７
，８５９
，６７３
円

－２１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
２

回
分

平
成

１９
年

９
月

３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

７
月
６
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

８
月
７
日
ま
で

社
会

民
主

党
所

属
党

派
松

澤
悦

子

川
村

訓
史

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

社
会
民
主
党
北
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

６００
，０００
円

社
会
民
主
党
埼
玉
県
連
合

５
，０２２
，４１８
円

横
溝
一
男

団
体
役
員

１５３
，０００
円

平
田
あ
つ
し

〃
１５３
，０００
円

安
倍
正
剛

〃
１５３
，０００
円

白
石
俊
夫

〃
１５３
，０００
円

武
井
誠

〃
１５３
，０００
円

高
橋
東
治

〃
１５３
，０００
円

山
中
礼
一

〃
１５３
，０００
円

中
野
昭

〃
１５３
，０００
円

斉
藤
忠
司

〃
１５３
，０００
円

高
橋
剛

〃
１５３
，０００
円

笠
井
博
之

〃
１５３
，０００
円

岡
野
勉

〃
１５３
，０００
円

松
木
清
作

〃
１５３
，０００
円

吉
沢
幹
雄

〃
１５３
，０００
円

岡
芹
敏
男

〃
１５３
，０００
円

山
崎
信
男

〃
１５３
，０００
円

鈴
木
忠

〃
１５３
，０００
円

永
島
善
太
郎

〃
１５３
，０００
円

船
岡
弘
治

〃
１５３
，０００
円

松
苗
真
吉

〃
１５３
，０００
円

支
出

人
件

費
４
，５７３
，０００
円

家
屋

費
１５０
，０００
円

選
挙
事
務
所
費

１５０
，０００
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
２２
，５２０
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
３
，０５５
，０２５
円

広
告

費
１
，１８９
，０７５
円

文
具

費
１６
，５９０
円

食
糧

費
２１６
，６７９
円

休
泊

費
３０２
，１４６
円

雑
費

７５
，３８３
円

－２２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１０
日

報
告

書
受

理
年

月
日

６
月
３０
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

８
月
７
日
ま
で

民
主

党
所

属
党

派
山

崎
邦

子

榎
本

幸
雄

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

川
津
正
男

〃
１５３
，０００
円

豊
田
正

〃
１５３
，０００
円

吉
岡
壮
也

〃
１５３
，０００
円

合
谷
憲
治

〃
１５３
，０００
円

新
井
昇

〃
１５３
，０００
円

蛭
間
靖
造

〃
１５３
，０００
円

今
回

計
９
，６００
，４１８
円

総
計

９
，６００
，４１８
円
今

回
計

９
，６００
，４１８
円

総
計

９
，６００
，４１８
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

行
和
会

５
，５２５
，０４５
円

民
主
党

５
，０００
，０００
円

今
回

計
１０
，５２５
，０４５
円

総
計

１０
，５２５
，０４５
円

支
出

人
件

費
１
，３７６
，９００
円

家
屋

費
１
，０３５
，９７８
円

選
挙
事
務
所
費

８４２
，８７３
円

集
合
会
場
費

１９３
，１０５
円

通
信

費
６
，６００
円

交
通

費
８４０
円

印
刷

費
３
，８７１
，６６０
円

広
告

費
２５３
，１９２
円

文
具

費
５１
，８５７
円

食
糧

費
１８２
，２７９
円

休
泊

費
４６９
，２１０
円

雑
費

１２５
，５７２
円

今
回

計
７
，３７４
，０８８
円

総
計

７
，３７４
，０８８
円

－２３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

９
月
１４
日
か
ら

期
間

第
２
回
分

９
月
１８
日
ま
で

民
主

党
所

属
党

派
山

崎
邦

子

榎
本

幸
雄

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

第
２

回
分

平
成

１９
年

９
月

２１
日

報
告

書
受

理
年

月
日

７
月
１２
日
か
ら

期
間

第
３
回
分

１１
月
５
日
ま
で

民
主

党
所

属
党

派
山

崎
邦

子

榎
本

幸
雄

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

今
回

計
０
円

前
回

計
１０
，５２５
，０４５
円

総
計

１０
，５２５
，０４５
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
３５３
，８０２
円

選
挙
事
務
所
費

３５３
，８０２
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
２１２
，９９１
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
０
円

広
告

費
１４
，７００
円

文
具

費
４３
，１５０
円

食
糧

費
０
円

休
泊

費
０
円

雑
費

２０
，８９０
円

今
回

計
６４５
，５３３
円

前
回

計
７
，３７４
，０８８
円

総
計

８
，０１９
，６２１
円

－２４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



第
３

回
分

平
成

１９
年

１１
月

１９
日

報
告

書
受

理
年

月
日

５
月
１
日
か
ら

期
間

第
１
回
分

７
月
２８
日
ま
で

民
主

党
所

属
党

派
山

根
�

治

元
永

和
夫

候
補

者
氏

名

出
納
責
任
者
氏
名

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

今
回

計
０
円

前
回

計
１０
，５２５
，０４５
円

総
計

１０
，５２５
，０４５
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
０
円

選
挙
事
務
所
費

０
円

集
合
会
場
費

０
円

通
信

費
０
円

交
通

費
１
，１４７
，３５１
円

印
刷

費
１
，０２６
，３１５
円

広
告

費
３
，６８８
，２５０
円

文
具

費
０
円

食
糧

費
０
円

休
泊

費
６８４
，５００
円

雑
費

６９
，０７０
円

今
回

計
６
，６１５
，４８６
円

前
回

計
８
，０１９
，６２１
円

総
計

１４
，６３５
，１０７
円

収
入
主
た
る
寄
附

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職

業
）

（
寄
附
額
）

民
主
党

５
，０００
，０００
円

奥
住
宣
男

自
営

業
３４０
，０００
円

藤
本
き
ん
じ

豊
島
区
議

３０
，０００
円

支
出

人
件

費
０
円

家
屋

費
１
，３４０
，０００
円

選
挙
事
務
所
費

１
，３４０
，０００
円

集
合
会
場
費

０
円

－２５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

対
象
機
関

監
査
結
果
の
公
表
年
月
日
（
県
報
の
号
数
）

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

教
育
局

県
立
学
校

１８１
校

平
成
１９
年
２
月
２７
日

（
第
１８５３

号
）

承
認
研
修
は
、
勤
務
時
間
中
に
職
務
専
念
義
務
が

免
除
さ
れ
、
給
与
上
も
有
給
扱
い
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
更
に
適
切
な
運
用
を
図
る
必
要
が
あ

る
。ま
た
、
教
育
委
員
会
は
、
各
県
立
学
校
に
お
け
る

研
修
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
仮
に
承
認

監
査
結
果
を
踏
ま
え
、
具
体
的
事
例
が
公
表
さ
れ
た
学
校
に

職
員
を
派
遣
し
、
校
長
か
ら
承
認
研
修
の
状
況
を
聴
取
す
る
と

と
も
に
適
切
な
運
用
に
つ
い
て
指
示
し
た
。

ま
た
、
各
県
立
学
校
か
ら
平
成
１８
年
度
学
年
末
及
び
平
成
１９

年
度
春
季
休
業
中
の
研
修
承
認
願
及
び
報
告
書
の
写
し
を
提
出

さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
職
員
を
派
遣
し
て
校
長
か
ら
承
認
研
修

第
１

回
分

平
成

１９
年

８
月

１３
日

報
告

書
受

理
年

月
日

そ
の
他
の
寄
附

１６
件

１６０
，０００
円

今
回

計
５
，５３０
，０００
円

総
計

５
，５３０
，０００
円

通
信

費
０
円

交
通

費
０
円

印
刷

費
３
，８７２
，３６０
円

広
告

費
１
，１４７
，３８５
円

文
具

費
４３
，０４０
円

食
糧

費
３８０
，１８７
円

休
泊

費
０
円

雑
費

１３５
，０４５
円

今
回

計
６
，９１８
，０１７
円

総
計

６
，９１８
，０１７
円

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
２１
号

平
成
１９
年
２
月
２７
日
付
け
で
公
表
し
た
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
か
ら
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１９
年
１２
月
２１
日

埼
玉
県
監
査
委
員
坂
本
�
信

埼
玉
県
監
査
委
員
春
日
敏
彦

埼
玉
県
監
査
委
員
竹
並
万
吉

埼
玉
県
監
査
委
員
島
田
正
一

監
査
の
結
果
「
教
育
局
へ
の
意
見
」
と
し
た
事
項

－２６－
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研
修
を
名
目
と
し
た
事
実
上
の
休
暇
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
に
は
、
厳
正
か
つ
適
切
な
措
置
を
講

じ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
自
宅
研
修
の
承
認
に
当

た
り
、
教
員
の
健
康
状
態
又
は
家
庭
の
事
情
を
斟
酌

し
た
例
も
あ
っ
た
が
、
研
修
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
慎

重
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

の
状
況
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
実
態
に
応
じ
て
適
切
な
運
用
に

つ
い
て
指
示
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
１９
年
６
月
及
び
７
月
の
校
長
協
会
理
事
会
に

お
い
て
、
今
回
の
監
査
結
果
等
を
踏
ま
え
、
承
認
研
修
に
つ
い

て
更
な
る
適
切
な
運
用
に
つ
い
て
指
示
し
た
。

な
お
、
継
続
的
に
承
認
研
修
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
平

成
１９
年
度
夏
季
休
業
中
の
研
修
承
認
願
・
報
告
書
の
写
し
を
す

べ
て
提
出
さ
せ
、
県
立
学
校
人
事
課
で
内
容
等
を
精
査
し
、
必

要
に
応
じ
て
職
員
を
派
遣
し
て
校
長
へ
の
指
導
を
徹
底
し
た
。

今
後
と
も
真
に
教
員
の
資
質
向
上
に
資
す
る
研
修
と
な
る
よ

う
、
引
き
続
き
校
長
を
指
導
す
る
と
と
も
に
、
不
適
切
な
事
例

が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

（
県
立
学
校
人
事
課
）

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －２７－
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